
平成 30 年 10 月 1 日以降の「船員保険被扶養者（異動）届」にかかる取扱いは次のとおりです。
なお、扶養認定を受ける方が被保険者と同居しているときは「項番１・２」を、別居しているときは

」の取扱いを参照してください。

１．届出に必要な添付書類の取扱い

平成 30 年 10 月 1 日から、「船員保険被扶養者（異動）届」の添付書類の取扱いが変更となり、日本
国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際は、証明書類に基づき身分関係及び生計維持関
係を確認の上、認定することとなりました。
なお、一定の要件を満たしている場合には、証明書類の添付を省略することが可能となりますので、
「船員保険被扶養者（異動）届」を届出いただく際は、次の取扱いをご確認の上、提出いただきます
ようお願いいたします。

※添付省略の要件を満たしておらず、証明書類が添付されていない場合は、船舶所有者へ届書を返戻の上、証

明書類の提出等をご案内させていただきます。

船員保険被扶養者認定事務の変更にかかるお願い
「項番１・２・３
項
番

目的 添付書類 添付の省略ができる場合

１
続柄の

確認

次のいずれか

・戸籍謄本または戸籍抄本

・住民票 ※1

（提出日から 90 日以内に発行されたもの

を提出してください）

次のア・イの両方に該当する場合

ア・被保険者と扶養認定を受ける方それぞれのマイナン

バーが届書に記載されている【裏面①②】

イ・左記書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書

の記載と相違ないことを船舶所有者が確認し、備考

欄の「続柄確認済み」の□に✓を付している（また

は「続柄確認済み」と記載している）【裏面③】

２
収入の

確認

年間収入が「130 万円未満 ※2」である

ことを確認できる課税証明書等の書類

次のアまたはイのいずれかに該当する場合

ア・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配

偶者または扶養親族であることを船舶所有者が確

認し、船舶所有者確認欄の「確認」を○で囲んでい

る ※3【裏面④】

イ・扶養認定を受ける方の年齢が 16 歳未満

３
別居の

確認

仕送りの事実と仕送額が確認できる書類

・振込の場合 … 預金通帳等の写し

・送金の場合 … 現金書留の控え（写し）

次のアまたはイのいずれかに該当する場合

ア・扶養認定を受ける方の年齢が 16 歳未満

イ・扶養認定を受ける方が 16歳以上の学生

２.お問い合

※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。
※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180 万円未満」です。（収入には公的年金も含まれます）

・60 歳以上の方
・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者

※3 障害・遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等のコ
ピーの添付が必要です。

＊被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認については、日本年金機構で確認を行うため、原則、書類の添付は不
要です。ただし、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求めることがあります。

届書の記入方
がございまし
またはお近く
さい。

＜添付書類等一覧＞
わせ

法等、取扱いについてご不明な点
たら、「ねんきん加入者ダイヤル」
の年金事務所へお問い合わせくだ

添付書類が省略となる場合の記入箇所については、裏面をご参照ください。



① ② ③

㋨ 被扶養者でない配偶者を有す
るときに記入してください 円 円

⑧ ⑨ ㋝ ㋞ ⑩ ⑪

※

※

※

届出人の個人番号に誤りがないことを確認しました。 年 月 日提出

—

（氏名）

（電話番号） ( 番

年 月 日

㋛ 被扶養者（第３号被保険者になった理由）
★ア．被保険者が被用者保険制度に加入

イ．被保険者の所属する年金制度等の変更

ａ．厚生年金保険→共済組合

ｂ．共済組合→厚生年金保険

変更内容
(削除 (変更) の場合)

資 格 取 得 年 月 日 標準報酬月額

年 月 日

男 1

月 日 ★

年金事務所受付印

船員保険被扶養者（異動）届

被
保
険
者
欄

船 舶 所 有 者
整 理 記 号

船員保険被保険者
整理番号

㋐ 被 保 険 者 の 氏 名 生 年 月 日
性 別 異動の別

千円

※（船舶所有者が、認定を受ける方の続柄を裏面の添付書類により確認した場合は、㋟備考欄の
 「続柄確認済み」の□に✓を付してください。（添付書類については、裏面「添付書類 1」参
照））

・
(氏) (名) 追加 1 2.氏名変更 (訂正)

3.生年月日訂正

4.性別訂正

5.その他

昭 5 ・ 削除 2

(変更)平 7 女 2

  ㋕個人番号（または基礎年金番号） 共済番号表示
㋖  郵便番号

★明 1 年

大 3

★ 1.死亡★

㋘  備  考

※ 1. 配偶者 —
㋗  被保険者共済番号

住 所表示

配
偶
者
で
あ
る
被
扶
養
者
欄

 ㋙ 配偶者の個人番号（または基礎年金番号） ⑦ 生年月日（訂正後）  ㋚  手帳記号番号

オ． 被扶養者の所得減少

カ． その他 ( )

明 1
大 3

昭 5

平 7

年 月 日 ★死 亡

(平成 年 月 日 死亡)
その他

（ ）
ｃ．共済組合→共済組合

ウ． 婚姻

エ． 被扶養者の離職 (2号喪失)

㋜被扶養者(第３号被保険者)でなくなった理由

⑤
⑥ 被 扶 養 者 の 氏 名 ⑦ 生 年 月 日 ⑧性別 ⑨続柄 ㋝職業(被扶養者)

番号

被保険者証
回収区分㋞収入 ⑩被扶養者になった日 ⑪被扶養者でなくなった日 ㋟   備 考

年 月

㋠郵便番号

(ﾌﾘｶﾞﾅ) ㋢ 氏名変更(訂正)年月日 ㋣ 外国人区分

日※ (ﾌﾘｶﾞﾅ) 明 1
大 3
昭 5
平 7

年

(氏) (名)

・ ※

女 2

月 日 ★
男 1

年 月

㊁種別

日

※ 添 付
返不能
滅 失

㋦強制付番指定

— ★ 0.日本人 ※

1.強制付番
1.米国人（強制）
2.1以外の外国人

    ㋤  被  扶  養  者  通  称  名

配偶者の 被保険者の
年間収入 年間収入

㋡住    所

そ
の
他
の
被
扶
養
者
欄

⑤

(被扶養者)

番号
⑥ 被 扶 養 者 の 氏 名 ⑦ 生 年 月 日

㋩            ⑫解除

理 由 事由
月 日※ (ﾌﾘｶﾞﾅ) ★明 1 年

平 7

※ (ﾌﾘｶﾞﾅ) ★明 1 年 月

㋫同居･ ⑬住所地 被保険者証      ㋟

性別 続柄 職業 収入 被扶養者になった日 被扶養者でなくなった日 別居の別 (都道府県) 回 収 区 分 備 考
月月 日 年★

男 1

年

(氏) (名) 大 3

2. 障害

日 1. 75歳

到達

認定

同居

別居

･

㋭ 個人番号

昭 5 ･
女 2

年 月 日年 月 日日

同居
(氏) 男 1 到達

･

女 2
2. 障害

(名)
大 3

昭 5 ･
平 7

別居
㋭ 個人番号

認定

1. 75歳★

※ (ﾌﾘｶﾞﾅ) ★明 1 年 月 日月 日 ★

男 1
1. 75歳年 月 日

（船舶所有者が確認した場合に○を記入してください。）

･
平 7

別居
㋭ 個人番号

昭 5 ･

女 2
2. 障害

所 長 副 所 長 課 長 担 当 者

㊞

返不能

滅 失

※

添 付

返不能

滅 失

※

返不能

滅 失

添 付

※

添 付

社会保険労務士記載欄

収入に関する証明の添付が省略されている者は、所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを確認しました。

平成

年

到達

認定

同居
(氏) (名)

大 3

※続柄確認済み□

※続柄確認済み□

※続柄確認済み□

※ 続柄確認済み□

◎
網
掛
け
部

分
の
記
入
は
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん

。
た
だ

し

、
こ
の
届
書
の
３

枚
目
の
国
民
年
金
第

３
号
被
保
険
者
に
か

か
る
届
書
を
同
時
に

届
出
す
る
場
合
に
は

、
必
ず
記
入
し
て
く

だ
さ
い

。

な
お

、
船

舶
所
有
者
が
自
ら
署

名
す
る
場
合
に
は

、
押
印
は
省
略
で
き
ま

す

。

◎
３
枚
目
の

国
民
年
金
第
３
号
被

保
険
者
に
か
か
る
届

書
を
同
時
に
提
出
す

る
場
合
に
は

、
１
枚

目
に
加
え
て

、
３
枚

目
に
船
舶
所
有
者
の

印
を
必
ず
押
印
し
て

下
さ
い

。

◎
船
舶
所
有

者
の
押
印
に
つ
い
て

は

、
署
名

（
自
筆

）
の
場
合
は
省
略
で
き

ま
す

。

◎
被
保
険
者

本
人
が
自
ら
署
名
す

る
場
合
に
は

、
被
保

険
者
本
人
の
押
印
は

不
要
で
す

。
被
保
険

者
本
人
以
外
の
方
の

押
印
は
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん

。

指定

（住所地） 〒

船舶所有者の
氏名及び住所地

※

※

※

 ㊞

局)

正
エ オ

ヘ
確
認

（フリガナ）

（※住所コード ）〒

（※住所コード ）〒

○セ

送
信

3 2 0 2

2 0 2

様式コード

届書コード 届

書

ｲ 4

印

（フリガナ）

ウ

★

★

ヒ

（フリガナ）

ヒ

氏 名 等

船員保険被扶養者（異動）届
〜添付省略となる場合の記入箇所〜

③

（２）戸籍謄本等で被保険者と扶養認定を受ける方
の続柄を確認した場合は、③の「続柄確認済
み」の□に✓を付してください。

２．収入に関する添付書類の省略

（１）①と②にマイナンバーを記入してください。

１．続柄に関する添付書類の省略

上記を満たした場合、表面＜添付書類等一覧＞の項番「１」の書類につ
いて、添付を省略することができます。

扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除
対象の配偶者または扶養親族であること
を確認した場合は、④の「確認」欄を○で
囲んでください。

左記を満たした場合、表面＜添付書類等一覧＞
の項番「２」の書類について、添付を省略する
ことができます。

「船員保険被扶養者（異動）届」の様式および記入例は、日本年金機構ホームページに掲載し
ておりますので、ホームページからダウンロードをお願いいたします。

https://www.nenkin.go.jp/

①

②

④

③

②


